
主催 山梨県 共催 関東運輸局山梨運輸支局、市町村
協力 (一社)山梨県バス協会、バス事業者

■やまなしエコ通勤・エコ通学トライアルウィーク

令和３年３月１日～７日までの一週間、マイカーやバイクの利用を控えて、公共交通や自転車、徒歩、
マイカーの相乗りなどによる通勤、通学にチャレンジしてみてください。 参加いただける方は、事業
所・学校単位で登録をお願いします。

■ワンコインエコチケット
期間中、路線バスでの通勤・通学にチャレンジする方に、1回100円で路線バスが利用できるワンコイ
ンエコチケットを発行します。
◆利用できる方 本事業の趣旨に賛同し、参加申込みした事業所の従業員、学生
◆利用可能路線 山梨交通（株）、富士急バス（株）が運行する路線

※高速バスや一部路線を除く。詳しくは県ＨＰに掲載。

山梨県内では、約７割の方がマイカーで通勤しています。
マイカー通勤は便利ですが、頼りすぎる生活は、環境にも、健康にも、やさし

くありません。また、公共交通機関の衰退にもつながります。
山梨県では、公共交通や自転車、徒歩など、環境にやさしい通勤・通学手段に

転換するきっかけづくりとして、３月１日から７日までの一週間、「やまなしエ
コ通勤・エコ通学トライアルウィーク」を実施します。
この機会に人と環境にやさしいエコ通勤・エコ通学をはじめてみませんか？



■問い合わせ・申し込み
山梨県リニア交通局交通政策課交通活性化担当

TEL 055-223-1665 FAX055-223-1335 Eメール kotsu-seisaku@pref.yamanashi.lg.jp

マイカー（又はバイク）から、徒歩や自転車、公共交通、相乗りなどのエコ通勤・エコ通学への転
換にチャレンジする「やまなしエコ通勤・エコ通学トライアルウィーク」に参加していただける事業所・
学校を募集しています。

◆エコ通勤・エコ通学トライアルウィークっていつするの?

実施期間

◆エコ通勤トライアルウィークは、どうやって申し込むの?

事業所・学校ごとに、別紙「エコ通勤・エコ通学トライアルウィーク参加申込書」に記入して、ファッ
クス又はＥメールで県庁交通政策課に送付してください。

◆エコ通勤・エコ通学トライアルウィークって何をするの？

Ｓｔｅｐ３
バス通勤・通学可能な方には、期間中バスを100円で利用できるワンコインエコチ
ケットを発行します。快適で便利なバス通勤・通学を試してみてください。

Ｓｔｅｐ２
マイカー等を利用して通勤・通学している方は、可能な範囲で、徒歩や自転車、公
共交通機関などでの通勤・通学にチャレンジしてください。

Ｓｔｅｐ１
各事業所・学校で従業員・学生に対して、エコ通勤・エコ通学の趣旨を周知すると
ともに、マイカー等に頼ったライフスタイルの見直し、エコ通勤・エコ通学への転換
を呼びかけてください。

Ｑ エコ通勤・エコ通学とはどのようなことを指すのですか。

過度のマイカー等の利用を控え、自転車や徒歩、公共交通、相乗りなどで通勤す
ることをエコ通勤・エコ通学と呼んでいます。

Ａ

Ｑ 当社の周辺にはバス路線が存在しない(通勤時間帯にバスがない等)ので、エコ
通勤・エコ通学は実施不可能なのですが。

エコ通勤・エコ通学は、バス通勤・通学だけではありません。徒歩や自転車など、
取り組み可能な方法で通勤通学にチャレンジしてみてください。

Ａ

Ｑ なぜエコ通勤・通学をしなければならないのですか。

マイカー等は便利ですが、渋滞やCO2発生、健康などの面で弊害も多くあります。
エコ通勤・通学に切り替えることは、社会にも本人にもメリットがあると考え、
エコ通勤・通学を推奨しています。

Ａ

募集期間
※申込書を県庁交通政策課に直接持参する場合も、２月１２日(金）まで。



可　・　否

人

エコ通勤・エコ通学をＰＲ！

メール・イントラネットなどで案内

会議・朝礼などで呼びかけ

エコ通勤・エコ通学にチャレンジ！

人
自転車通勤に
チャレンジ

人
その他(乗り合い
等)にチャレンジ

人

ワンコインエコチケットを使ったバス通勤・通学にチャレンジ！

※上記必要数以外に、自転車通勤にチャレンジする方につき、雨天対応用として一人につき1往復分のエコチケットを
送付します。

ワンコインエコチケットの必要数 枚(　　　　人×　　　日×２（往復分）)

　　うちマイカー（又はバイク）
　　通勤・通学者数(送迎含む)

担当者

徒歩通勤に
チャレンジ

公共交通通勤
にチャレンジ

人

Step３

バス通勤・バス通学にチャレンジする方にワンコインエコチケットを発行しますので、必要数
を記入してください。１回の乗車につき、1枚のチケットが必要です。

その他
具体的に→

Step２

マイカー通勤者等のうち、期間中エコ通勤・エコ通学にチャレンジできる人数を記入してください。

Step１

掲示物・職場内回覧などで周知

個別にマイカー通勤者に働きかけ

事業所・学校名

住　　　所

従業員等の数

〒　　　－

県ホームページへの
事業所名の掲載の可否

人

事業所・学校として従業員、先生・生徒にエコ通勤・エコ通学の呼びかけをお願いします。
実施可能なものに○をつけてください。

担
当
部
署

所属名

電話番号

送付先：FAX 055-223-1335 又は E-Mail kotsu-seisaku@pref.yamanashi.lg.jp


